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１【提出理由】

2021年３月25日開催の当社第97回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の

５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの

であります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2021年３月25日

 

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ 当社普通株式１株につき金20円  総額389,678,000円

ロ 剰余金の配当が効力を生ずる日  2021年３月26日

 

第２号議案 取締役12名選任の件 

取締役として、塚本哲夫、三宅宏和、塚本浩康、笹井研二、中村行男、丸山泰次、斎藤保典、永田勝久、

後藤毅浩、佐藤容子、浦田寛之、山﨑仁司を選任する。

 

第３号議案 役員賞与金支給の件

 当期末時点の取締役13名（うち社外取締役３名）および監査役３名に対し、当期の業績等を勘案し相当であると

考えられる金額として、役員賞与総額4,000万円（取締役分3,655万円うち社外取締役分105万円、監査役分345万

円）を支給し各取締役および各監査役に対する金額は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の

協議に一任するものとする。

 

 



 

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

 ①基準日（2020年12月31日）現在における議決権の状況 

    議決権を有する株主数  5,931名 

    総議決権数      194,595個 

 ②議決権行使の状況 

 
  本総会前日までに

  行使された議決権

 本総会当日に

 出席した株主の議決権
合 計

株主数 2,473名 33名 2,506名

議決権の数 104,104個 49,576個 153,680個

 ③当該決議の結果 

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果

（賛成の割合）

第１号議案 153,388 292 0 （注）１ 可決（99.8％）

第２号議案       （注）２  

 塚本 哲夫 148,510 5,181 0   可決（96.6％）

  三宅 宏和 145,775 7,916 0   可決（94.9％）

  塚本 浩康 148,343 5,348 0   可決（96.5％）

  笹井 研二 150,783 2,908 0   可決（98.1％）

  中村 行男 150,784 2,907 0   可決（98.1％）

  丸山 泰次 150,774 2,917 0   可決（98.1％）

  斎藤 保典 150,764 2,927 0   可決（98.1％）

  永田 勝久 150,764 2,927 0   可決（98.1％）

  後藤 毅浩 150,764 2,927 0   可決（98.1％）

  佐藤 容子 147,565 6,126 0   可決（96.0％）

  浦田 寛之 139,014 14,677 0   可決（90.5％）

  山﨑 仁司 150,894 2,797 0   可決（98.2％）

第３号議案 140,425 13,278 0 （注）１ 可決（91.4％）

（注）１ 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 

（注）２ 議決権を行使することができる株主の議決権のうち３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の

議決権の過半数の賛成であります。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ

とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および

棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

 

以 上


